
第３次広島県肝炎対策計画の骨子（案）について 

 
 
 

 

１ 計画策定の趣旨 

 現行の計画の計画期間が平成２８年度をもって終了することから，これまでの取組の成果や社会状況 

の変化を踏まえ，より一層，効果的な取組を推進するため，第３次広島県肝炎対策計画では，予防，発 

見，相談・受療を３つの柱とし，新規感染者の防止，職域における肝炎ウイルス検査体制整備及び肝炎 

ウイルス陽性者のフォローアップの強化に重点的に取組む計画を策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

（１）「肝炎対策基本法」第４条の規定に基づく県における肝炎対策を体系的に示す基本計画 

（２）第２次広島県肝炎対策計画の成果と課題を踏まえ，平成 28年 6月 30日に改訂された，国の「肝炎 

  対策の推進に関する基本的な指針」（平成 23年厚生労働省告示第 160号）を基本として策定 

  

３ 計画期間 

  平成 29年度から平成 33年度（５年間） 

 

４ 計画骨子（案） 

  別紙のとおり 

   

５ 今後のスケジュール 

区 分 平成 28年 7月～9月 平成 28年 10月～12月 平成 29年 1月～3月 

計画  
        

        〇策定 

肝炎対策協議会 
        〇9/5 協議会 
      （骨子案の意見聴取） 

     〇11/28 協議会 
      （素案の意見聴取） 

     〇2月協議会 
   （計画案の承認） 

 

平成 28年９月５日  
薬 務 課 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

資料４ 



第３次広島県肝炎対策計画の骨子（案）について 

 

基本施策 現状と課題 施策体系 重点目標（指標） 主な取組 

① 

予
防
： 

 

新
た
な
感
染
の
防
止 

◆感染経路についての知識不足による，新たな感染があ

る。 

◆成人期に感染しても慢性化しやすい，ジェノタイプＡ

のＢ型肝炎ウイルスによる急性肝炎の感染事例が増加

してきている。 

１  効果的な啓発

の実施 

❶新規感染者数 ◆県民への啓発 

◆高齢者施設及び保育施設における感染予防ガイドライン  

 の啓発 

２  Ｂ型肝炎ワク

チンの推進 

◆B 型肝炎ワクチンの定期接種の推進 

◆Ｂ型肝炎ワクチンの有効性，安全性等に関する情報提供 

② 

発
見
： 

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
の
受
検
促
進 

◆肝炎ｳｲﾙｽ検査の受検率【厚生労働省及び県調査】 

29.2％【Ｈ23】→39.2％【Ｈ27】 

◆肝炎ｳｲﾙｽ検査を受けていない理由 

【Ｈ23厚生労働省調査】 

39.1％の者が「きっかけがなかったから」，37.3%の者

が「定期的に受けている健康診断等のメニューにないか

ら」と回答。 

◆肝炎ウイルス検査体制整備済の職域【県調査】 

29.5％【Ｈ25】→32.0％【Ｈ28】 

課題 職場の健康診断等きっかけがあれば受検者が増

える可能性があるが，約 7 割の企業は肝炎ウイルス検

査体制を整備していない。 

１  肝炎ウイルス

検査の受検機会

の提供  

❷肝炎ウイルス検査

の受検率 

➌肝炎ウイルス検査

体制整備済の組合

管掌健康保険組合

の割合 

◆保健所及び委託医療機関での無料肝炎ウイルス検査実施 

◆市町に健康増進法による肝炎ウイルス検査の実施を依頼 

◆職域における肝炎ウイルス検査体制の整備 

２  肝炎ウイルス

検査の必要性に

ついての広報 

 

◆がん検診，特定検診との連携 

◆コーディネーターによる受検勧奨 

◆企業の事業主，健康管理担当者，医療保険者等と連携し，

職域において，受検勧奨が行われるような取組の実施 

◆健康サポート薬局における受検勧奨 

◆手術前等に行われる肝炎ウイルス検査結果を受検者に適

切に説明するよう，医療機関に対し依頼                                                                                                      

③ 

相
談
・
受
療
： 

病
態
に
応
じ
た
適
切
な
肝
炎
医
療
の
提
供 

◆肝炎ウイルス検査陽性者の受診率【県調査】 

 Ｈ24 Ｈ27 

Ｂ型肝炎ウイルス 
検査陽性者 

62.5％ 64.5％ 

Ｃ型肝炎ウイルス 
検査陽性者 

69.3％ 73.8％ 

◆継続受診率【Ｈ24厚生労働省研究班調査】 

全く通っていない 定期的に通っている 時々通っている 

19％ 53％ 25％ 

課題 約 2 割の者は継続的に受診していない。 

◆核酸アナログ製剤治療受給者証発行件数 

Ｈ22～Ｈ27 

3,784 件 

◆インターフェロンフリー治療受給者証発行件数 

Ｈ26 Ｈ27 

886件 2,553 件 

課題 著効率が 90％以上のインターフェロンフリー治

療が急速に進展したが，ウイルスが排除されると，

経過観察のために必要な継続受診を中断する者が

多い。 

◆肝炎治療が必要な従業員への就業上の配慮してい 

る企業の割合 

23％【Ｈ23】→43％【Ｈ28】 

１ 治療に対する 

支援 

➍肝疾患患者フォロ

ーアップシステム

登録者数 

◆患者に対する肝炎治療医療費助成 

◆働きながら，肝炎医療を受けることができるよう，事業

主への肝炎に関する啓発を実施 

２  肝炎ウイルス

検査後のフォロ

ーアップ体制の

充実 

◆広島県肝疾患患者フォローアップシステムを活用した継 

続的な受診勧奨 

◆初回精密検査及び定期検査費用の助成 

◆コーディネーターの活用 

◆肝炎患者支援手帳の改訂 

◆産業医に対し，職域での保健指導等への協力を依頼 

◆肝炎医療に携わる人材育成 

３  肝疾患相談体

制の充実 

◆コーディネーターの活用 

◆肝疾患相談室の設置 

◆肝疾患相談に係る相談窓口の広報 

計画の概要 

肝がんの年齢調整死亡率の減少 

目指す姿 

県民が肝炎について正しい知識を持ち，予防・検査・治療等の

肝炎対策に主体的に取り組んでいる。 

全体目標 

本県の肝がんの年齢調整死亡率（Ｈ26）は全国第 6 位と高いこと

から，肝がんにより死亡する県民の減少を目指します。 

目指す姿と取組の方向性 

・「広島県肝炎対策協議会」において，毎年度，施策の実施状況を 

把握し，達成目標をＰＤＣＡサイクルにより検証します。 

 

計画の進行管理 

平成２９年度～平成３３年度（５年間） 

計画期間 

・「肝炎対策基本法」第４条の規定に基づく県の肝炎対策の基本的

施策を体系的に示す基本計画です。 

・第２次広島県肝炎対策計画の成果と課題を踏まえ，平成 28年 6

月 30日に改訂された，国の「肝炎対策の推進に関する基本的な

指針（平成 23 年厚生労働省告示第 160 号）」を基本として策定

します。 

・計画の策定に当たっては，既存の保健・医療等の関連計画との

調和を図ります。 

計画の位置付

け 

現行の第２次広島県肝炎対策計画（平成 24年３月）の計画期間

が平成 28年度をもって終了することから，これまでの取組の成果

や社会情勢の変化を踏まえ，第３次広島県肝炎対策計画では予防，

発見，相談・受療を３つの柱とし，新規感染者の防止，職域にお

ける肝炎ウイルス検査体制整備の強化及び肝炎ウイルス陽性者の

フォローアップの取組などの取組をより一層強化する計画を策定

します。 

 

趣旨 


